
 
 

 

令和４年１月１日 (＝基準日 )現在、以下のア～ウのすべてを満たす

(１ )～ (４ )の世帯  

 

 

 

 

 

 

 

①70 歳以上の単身世帯  

②世帯全員が 65 歳以上の方で 1 人以上が 70 歳以上の世帯  

③世帯全員が 65 歳以上の方で要介護 4 または 5 の在宅高齢者と同居している世帯  

対象要件となる方  ① ,②の 70 歳以上の全ての方  

①身体障がい者手帳 1 級または 2 級の障がい児・者のいる世帯  

②療育手帳Ａ判定の障がい児・者のいる世帯  

③精神障がい者保健福祉手帳 1 級の障がい児・者のいる世帯  

対象要件となる方  世帯内全ての対象の障がい児・者  

(1)高齢者世帯 

ひとり親世帯（母子・父子世帯等）で、以下のいずれかの証書の交付を受けている方

のいる世帯  

・ひとり親家庭等医療費受給者証、子ども医療費受給者証、児童扶養手当証書  

対象要件となる方   全ての世帯員  

申請時においても引き続き生活保護を受給している世帯  

対象要件となる方  全ての世帯員  

ア 世帯全員が道・市民税非課税 (※)であること 

 ※非課税とは R3 年度の道・市民税が課税されていないこと 

イ 北広島市に住民登録があり、引き続き市内に住所を有すること。 

ウ 対象要件となる方が、病院、社会福祉施設 (※）等に長期の入院または入所をしていない

こと。 

※特別養護老人ホーム、老人保健施設、軽費老人ホーム（ｹｱﾊｳｽ）、有料老人ホーム、サービス付き

高齢者向け住宅、障がい者支援施設、児童養護施設など 

 

支給の対象世帯 

(2)障がい者世帯 

(3)ひとり親世帯 

(4)生活保護世帯 

令和４年  
1 月 15 日～  

  申請受付開始  

福祉灯油 
  のお知らせ 

 



 

 
 

1 世帯あたり 10,000 円（生活保護世帯については 5,000 円） 
 

  
令和４年 1 月 1５日（土）から令和４年 3 月 1５日（火）まで 
 

 
 

○市役所２階（福祉課・高齢者支援課・保険年金課・子ども家庭課）、各出張所、エルフ

ィンパーク市民サービスコーナー、団地住民センター連絡所 

（毎月第 3 日曜日を除く、土日祝はエルフィンパークのみの受付） 

○郵送でも申請できます。（通帳のコピーなど、世帯主の振込先がわかるものの添

付をお忘れないようご注意ください） 

※当日消印有効。 

※申請書は両面印刷してください。 

※窓口での申請、郵送での申請ともに、審査の結果は、郵送で通知します。 
 

  
○福祉灯油支給申請書（両面印刷） 

※申請書は、各申請先にあります。また、市役所ホームページからもダウンロード

ができます。（https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp） 

（トップページ－くらしの情報－福祉・介護） 

○印鑑（ゴム印以外の印鑑を準備してください。） 

○世帯主の振込先が確認できるもの（通帳のコピーなど） 
 

 支給対象要件の該当者となる方は、要件を確認できるもの（*）をお持ちくださいます

よう、ご協力をお願いいたします。 

（*）介護保険被保険者証『要介護４・５』、身体障がい者手帳『１級・２級』、療育手帳

『Ａ判定』、精神障がい者保健福祉手帳『１級』、ひとり親家庭等医療費受給者証、子

ども医療費受給者証、児童扶養手当証書 

支給額 

申請期間 

申請先 

申請に必要なもの 

郵送先・問合せ先  〒061-1192 北広島市中央 4 丁目 2 番地 1 

北広島市役所保健福祉部福祉課 

電話 372－3311（内線 2134 または 2135）    



 


